
 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度第２回桑名市空家等対策協議会 
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桑名市役所 本庁舎３階第２会議室 
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【 事 項 書 】 

１．議題 
（１）令和元年度桑名市空家等対策の取組結果について 
（２）令和元年度空き家等に関する状況調査について 
（３）桑名市空家等対策計画の改定について 
 

【桑名市空家等対策協議会委員出席名簿】 

（あいうえお順・敬称略） 
協議会委員 法告示専門分野 所属等 

石田  美穂 行政書士 三重県行政書士会 桑名支部 相談役 

伊藤  徳宇 市町村長 桑名市長 

伊藤  博子 司法書士 三重県司法書士会 桑員支部 支部長 

片岡  直也 社会福祉士 三重県社会福祉士会 会員 

後藤  哲也 警察職員 三重県桑名警察署 生活安全課長 

近   宏樹 法務局職員 津地方法務局桑名支局 表示登記専門官 

佐藤  美子 民生委員 桑名市民生委員児童委員協議会連合会 副会長 

佐野  功児 一級建築士 三重県建築士会 桑員支部 副支部長 

服部  祥子 弁護士 愛知県弁護士会 会員 

藤原   隆 自治会役員 桑名市自治会連合会 会長 

水谷  忠則 まちづくり等 桑名市商工会議所 青年部 はまぐり会 会長 

森田  尚孝 消防職員 桑名市消防本部 予防課長 

安田 典生 土地家屋調査士 三重県土地家屋調査士会 会員 

柳川 美千代 宅地建物取引士 三重県宅地建物取引業協会 会員 

【 開催状況 】 

令和元年度第１回 委員 事務局 傍聴者 

会議出席者等人数 14 ７ 0 
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【 開催記録 】 
 
【事 務 局】 本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。定刻となり   

ましたので、只今から、令和元年度第２回桑名市空家対策協議会を開催いたします。 
協議会の運営上必要な司会進行役を務めます、都市整備課の眞柄でございます。どう
ぞよろしくお願い致します。 

      本日は、委員15名中14名のご出席を頂きましたので、桑名市空家等対策協議会要綱第
６条第２項の規定に基づき、会議として成立いたしております。なお、藤原委員につ
きましては、別途会議が連続しているため、14時までのご出席となります。それでは、
会議の開催に先立ちまして、市長から一言ご挨拶をお願いいたします。 

【市  長】 改めまして皆様こんにちは。本日は第２回の空家等対策協議会を開催しましたところ、
お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございます。また、第１回の開催から２
か月経たない中でご参加いただきましたことに、心から感謝を申し上げたいと思いま
す。前回も大変ご議論いただきまして、本当に真摯にご意見賜ったことに心から感謝
申し上げます。空き家の課題についていろいろなご意見をいただいたところでありま
すけれども、今日は、空き家調査の結果などを発表させていただくことになると思っ
ております。 
 話が変わりますけれども、昨日、美し国駅伝大会があり、桑名市は史上初の３連覇
を目指していたのですが、残念ながら準優勝という結果になりました。その際に、い
ろいろな企業の方に応援いただいておりましたので、企業の方たちといろいろなお話
をしたのですが、そのときに空き家の話が出ました。今企業の方は、なかなか人手不
足ということで、この桑名、いなべ辺りだけで新人の採用をしようとしても、なかな
か人が来ないということで、より広いエリアに採用をかけていかなくてはいけないと。
例えば、三重県の南部でしたり、岐阜県でも大垣より北とか、そういうところの高校
生たちにも声をかけていかなくてはいけないと。でも、その子たちは桑名に来たいけ
れども、来るときには家を探さなくてはいけない。昔であれば独身寮や家族寮をつく
るということで、民間企業が対応していたけれども、今の時代そういうことが難しく
なってきている。その中で「空き家とかないのですか」と言われまして、「空き家だら
けです、2000戸以上空き家があります」と言いますと、企業の方もびっくりされまし
て、「何かそういうのをうまく活用して桑名市さんにもメリットがある、また我々企業
にもメリットがあるそんな取り組み出来ませんかね」みたいな提案をちょうどいただ
いたところであります。やはりこの空き家問題は、私たちまさに当事者は目の前の大
きな課題として向き合っていますけれども、まだまだ全体には伝わってはいないです
し、逆にそういう方たちが、気にかけていただけると、いろいろな形で解決する部分
もあるのではないのかというところも改めて感じたところであります。そういう意味
では協議会の皆様とその周りにいる多くの方々としっかり連携をして、この空き家の
対策に取り組んでいくことが非常に重要だなと改めて感じた次第であります。今日の
協議会における一つ目の議題は今年度の桑名市空家等対策に関する取り組み結果につ
いての報告となります。二つ目の議題と致しましては、前回の協議会でも議題になり
ましたけれども、空き家等に関する状況調査の結果についての報告となります。最後
３つ目の議題は、昨年12月の協議会で皆様にいただいたご意見やパブリックコメント
のご意見、また、先の状況調査結果の集計値を反映した桑名市空家等対策計画の改定
についてのご説明をさせていただきます。さまざまな専門分野の皆様に忌憚のないご
意見を賜りますようお願い申し上げまして、私からの冒頭の挨拶とさせていただきま
す。今日はどうぞよろしくお願い致します。 

【事 務 局】 ありがとうございました。本日の会議資料につきましては、配布資料一覧によりご確
認のうえ、会議中に不足や乱丁など、お気づきになられた点は、事務局までお申し付
けいただきますようお願い致します。 
それでは、同要綱第５条第２項の規定に基づき、市長が協議会の会長となりますので、
事項書の議題から会議の進行を会長にお願いしたいと思います。 

【会  長】 それでは、ただいま事務局から資料の確認がありましたので、配付されている資料と
事項書に基づいて、進めて参りたいと思います。よろしくお願いします。 
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まず、事項書の「議題（１）令和元年度桑名市空家等対策の取組結果」について、事
務局から報告をお願いします。 

【事 務 局】 都市整備課の堀田と申します。座って説明させていただきます。 
それでは、「議題（１）令和元年度桑名市空家等対策の取組結果」についてご説明致
します。こちらのスライドの画面をご覧ください。こちらのスライドの写しは、本日配
布した資料の中にございますので、そちらもご活用ください。 
今年度の取組結果の報告として、一つ目に「空き家等に関する指導状況について」、
二つ目に「令和元年度桑名市空家等対策実施計画の結果について」、三つ目に「令和元
年度の主な取り組みについて」を説明させていただきます。 
まず、「空き家等に関する指導状況について」ですが、令和元年度の空き家等通報数
については、15 件となっております。 
今年度の通報数は、過去２年間に比べ減少傾向にありますが、これは、今年度は空き
家等状況調査を実施したことや、過去２年間に通報を受けて対応したことによるものと
推定しております。 
桑名市空き家等対策計画制定の平成 29 年度以降に通報や報告があった空き家は
2,304 件となっております。 
過去３年間の通報があった空き家については、67 件の立ち入り調査を実施し、維持
保全通知書を 27 件送付、特定空家等該当通知書を 21 件送付、指導書を 21 件送付、勧
告書を 12件送付しています。 
なお、年度ごとの件数につきましては、資料１－１に掲載しておりますので、参考に
ご覧ください。 
通報物件のうち、指導により是正が行われた件数については、修繕等による是正が
42 件、解体による是正が 12 件となっております。 
また、今年度の空き家等状況調査で報告された 2,197 件の空き家については、令和２
年度に空き家所有者へ意向調査を実施する予定です。 
今年度の空き家の解体数は、建設リサイクル届等により把握している件数として、１
月末現在で 46件となっております。 
平成 29 年度に 40 件、平成 30年度に 64件の空き家が解体されており、過去３年間で
150 件が解体されておりますので、年間で平均約 50 件の空き家が解体されている状況
です。 
次に、今年度の桑名市空家等対策実施計画の結果について報告させていただきます。 
桑名市空家等対策計画に関する具体的な施策について、空家等ワーキング会議の参加
各課において年度毎の目標設定を定めたものが桑名市空家等対策実施計画となってお
ります。 
こちらが実施計画の一覧となっており、各課で具体的な目標を設定し、取組状況を実
施結果として報告していただいております。 
具体的な施策については、予防の促進・流通の促進・解消の促進・活用の促進の４つ
に分けています。 
予防の促進については、パトロールによる新たな空き家の情報収集や、空き家に関す
る啓発用リーフレットの配布などに取り組んでいただいております。 
次に、流通の促進については、空き家に関連する会議や研修等による情報収集などに
取り組んでいただいております。 
次に、解消の促進については、管理不全な空き家に関する情報収集や空き家に関連す
る相談会の実施などに取り組んでいただいております。 
活用の促進については、空き家を活用した施設誘致などに取り組んでいただいており
ます。 
次に、今年度の主な取り組みについてですが、一つ目に空き家等状況調査を実施して
おります。こちらに関しては、議題２で別途説明させていただきます。そして空家等対
策計画の改定、こちらに関しても、議題３として説明させていただきます。 
その他にも、桑名市空き家バンクホームページに空き家利用希望者の登録を開始した
ことや、住まいの相談会を開始したことが挙げられます。 
桑名市空き家バンクについては、これまでは空き家の所有者が物件を登録して利用希
望者が物件情報を閲覧する仕組みとなっておりました。この従来の仕組みに加え、利用
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希望者の方からも希望する空き家の情報を登録できるように、令和元年９月に空き家バ
ンク実施要綱を改正し、利用希望者の意向登録の申し込みを開始しております。 
また、令和元年 11 月 30 日に関係 13 団体の参加により、住まいの相談会を開催し、
空き家や住宅の耐震に関する相談を 24件いただきました。住まいの相談会については、
周知方法等の課題を整理したうえで、来年度以降も継続して実施していく予定です。 
以上、簡単ではございますが、議題(１)の説明とさせていただきます。 

【会  長】 はい、ありがとうございました。只今、事務局から説明をいただきましたが、この議
題について、委員の皆様からご意見ありましたらよろしくお願い致します。 

【服部委員】 ８ページにあります、空き家バンクホームページに空き家利用希望者の登録を開始と
いうところで思ったのですが、空き家のなかでは危険なものはもちろん解体しないと
いけないと思うのですが、有効活用できるものは活用していかなければいけないとい
う点で、空き家バンクという制度は有効なのかなと思っていますが、この制度自体が
持ち主と使いたい人をマッチングしていくということがあるかと思いますが、桑名市
で要綱を改正して、今年度から利用者の方も登録できるようにしたとご説明いただい
たのですが、本来的にもともと不動産を使いたい人と持ち主とか、買いたい人と売り
たい人とか、貸したい人と借りたい人たちをマッチングさせるのは、専門の業者であ
る宅建業の方の分野のものなのかなと思っていまして、なので空き家バンクというも
の自体が、自治体である市が主導で進めていくというところには少し、それだけで大
丈夫なのかなというところは気になっていまして、なるべくこの制度を有効に活用す
るためにも、専門業者の方が持っている知見などを活かすという方法も、民間の方が
できることは民間に任せるというか、そういうような考え方もあるのかなと思います。 

【会  長】 確かに、それは非常に一理ある話のように思いますけれども、事務局から何かありま
すか。 

【事 務 局】 空き家バンク制度につきましては、登録される物件には、民間事業者で取り扱いづら
い旧耐震の建物や比較的老朽化しているものが今後も増えると思いますので、当面の間
は市がやっていく必要があると思います。また、今現在の空き家バンク制度を活用する
場合、全面的に民間事業者に任せることは難しいですけれども、市を頭としてならば、
民間事業者に運営を委託することも可能なようですので、制度の研究と専門的知見のあ
る民間事業者の方が運営できる新しい取り組みについて、今後研究して参りたいと思い
ます。 

【会  長】 それは、民業圧迫にはなっていないという説明なのですね。 
【事 務 局】 はい。 
【会  長】 おそらく服部委員がおっしゃったのは、より民間にできることがあるのではないかと

いうことなのかなと。 
【服部委員】 市が登録は関与しないといけないということなのですかね、空き家バンク制度に物件

登録するというのは、自治体で登録しないといけないという。あまり制度の中身はわか
らないですが、私も全然違う分野なので、例えば、破産の管財人などをしたときに、残
ってしまった不動産を任意売却で売らなきゃいけないときには、どうしても不動産会社
の方の力を借りないとどうしようもないときはあるので、なかなか民間が手出し出来な
いというところを関与しながら、民間企業の方が持っているノウハウを活用できるので
あればもっと流通していくというか、そういうことができるのかなと思います。 

【会  長】 ゼロ、百ではない部分ですよね。その間の部分でいろいろできるのではないかという
ことなので、そこは考えられるという話ですね。 
ちなみに、柳川委員も宅建だとこういうのは民間でいろいろできるのではないかとい
うのがあるのかなと思いますがどうですか。 

【柳川委員】 組合の方では、いろいろやりたいとか話がでているのですけれども、なかなか難しい
ところがあります。 

【会  長】 組合だけで空き家バンクを立ち上げるというのが難しいということですか。 
【柳川委員】 そういうことではないですが、役所の方でそういうのはやってもらいたいです。 
【会  長】 まず市でやったうえで、宅建としていろいろご協力いただける部分はあるかもという

ことなのですね。 
【柳川委員】 そんなふうで、いろいろ話はでているのですけどね。 
【会  長】 またその辺はいろいろと協議させていただいて、私もまず民間さんがベースにあって
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というふうに思いますので、それでもなんともならない案件は、おそらく行政でという
ことになるのでしょうけど、そこはしっかりと、皆様と協力しながらやれるようにした
いと思います。服部委員ありがとうございました。他に何かございましたら。 

【近 委員】 ２ページから４ページにかけてなんですけども、この件数と資料１－１の関係をもう
少しご説明いただきたいと思います。例えば、最初の２ページに 29年度、30 年度、令
和元年度の自治会から計上というのは、１－１でいうと、数字の一番上の段 29年度の
25 件、30年度の 67件、令和元年度の 15 件と今年度の自治会からの報告数ということ
になろうかと思いますけれども、平成 27年度の 2,301 件がどうなったか、あと次の（１）
の維持保全通知書送付数 27 件がどの数字なのか。あと４ページ 150 件というのがある
のですけれど、おそらく「空家等数」の「a解体数」の数字かなと思うのですけれども、
27 年、28年の 5件、20件はどうなのでしょうか。補足をお願いします。 

【会  長】 そのあたりの補足説明をお願いします。 
【事 務 局】 補足で説明させていただきます。資料１－１には平成 27年と平成 28年の通知が入っ

ておりますが、こちらにつきましては、第一回の空き家等状況調査の数字となっており
まして、平成 27 年の 2,301 というのが第一回目の状況調査数値であります。パワーポ
イントの３ページの数値につきまして、空家等数 2,304 件と書いてあるのですが、こち
らにつきましては、第二回目の今年度の空家等状況調査の数値を反映したものになって
おります。 

【事 務 局】 27 年度 2,301 件この数字が状況調査なのですが、これを通報と捉えて数字を設定し
ています。ですので、27年、28 年、29年、30 年これすべて通報件数として数値化して
おり、そのうち、実際に外観目視を行って空き家だと判断した数値が資料１－１のＢで
あります。実際に資料１－１で説明しますと、相談依頼数というのが通報件数で 2,408
件、これを精査すると、2,146 件になります。それから、もう少し具体に調査していき
ますと、空き家の数は実質的には 1,700 でした。そのうち、解体除去された数値という
のがその下の段にございます 175 件で、先ほどのパワーポイントの資料が、年度ごとの
単的な数字を現状も踏まえてトータル的に整理すると 2,304 件で、これ自体は 27 年か
ら今回の調査まで全て入れた数字、整理した数字ということになります。母数的には
2,304 件が今時点ということになります。そのうちに、先ほどのパワーポイント資料の
３ページに書いてあります、状況については延べ立入件数が 67件だったり、維持保全
通知が 27件だったり、勧告が 12 件であったりというふうに説明を加えさせていただき
たいと思います。 

【事 務 局】 追加させていただきますと、今部長から説明ありましたとおりですけれども、具体的
にパワーポイントと資料１－１を比べた場合に、パワーポイント２ページ目の 29 年度
空き家通報 25件、30 年度 67件、令和元年度 15件とございまして、資料１－１でいう
Ａの相談依頼の 29年、30年、31 年というふうになっております。同じように、たとえ
ばパワーポイントの４ページリサイクル、空き家の解体数というのも、こちらの方は資
料１－１の上から４段目になります、「解体数」のなかの「a解体数（リサイクル届、
除却届）」というところが、平成 29 年の 40件、30年度の 64件、令和元年度の 46件と
いうことになっておりまして、基本的には対応しているのですけれども、今回空き家の
状況調査をしておりますので、そちらの数が入って 2,304 件になっているのですけれど
も、個々に見ていきますとそういうかたちで 29年度以降の数値で対応させているとい
うふうになっております。補足になりますが以上です。 

【会  長】 ご理解はいただけましたか。 
【近 委員】 スタート地点が違うということですね。 
【事 務 局】 そうですね、資料１－１が、要綱ができて対策をしているのが 27 年からなのですけ

れども、今回のものにつきましては、一度 28 年度に閉じておりまして、29年度から新
規で追加をしておりますので、27年、28 年度で前回の調査のときに調べたもので一回
切っていまして、スタートラインが違うものですから、少し数値がわかりにくくて申し
訳ないのですけれども、基本的にはすべて追っていけるようになっております。 

【会  長】 リンクさせるとよりわかりづらくなりますね。むしろ、この資料がなかった方がわか
りやすかったかもしれませんね。タイミングが少し違ったりしたのかなと思いますが、
見せるタイミングと違う調査が入ってきたりしているということで、ご理解をいただけ
ればなというふうに思います。 
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その他何かございましたら。はい、どうぞ水谷委員。 
【水谷委員】 ８ページの空き家バンクホームページに空き家利用希望者の登録開始ということなの

ですが、先ほど市長の冒頭のあいさつでもありましたように、企業の方が寮として借り
たいとか、我々商工会議所としても、創業する方、店舗を移転する方、増やしたりする
方がいると思いますが、そのなかで、寮とし使っても良いとか、店舗として利用可能と
か、そういうことをするとよりマッチングとしては良いのかなと思います。ただ単に、
良い家が空いていますよというのではなくて、何かホームページの中にこういう用途も
大丈夫ですよというのを載せていただくと流通しやすいと思いますので、要望としてよ
ろしくお願いします。 

【会  長】 そうですね、まさにマッチングさせるためにはそういうものが必要になってきますよ
ね。そのあたりも含めて、しっかり考えていってもらえばと思いますのでお願いします。 
その他ございませんか。では、今までいただいたご意見につきましては、今後実施し
ていく中でしっかりと検討し反映していきます。事務局の皆様よろしくお願いします。 
議題(１)については以上でございます。 
それでは、次の「議題(２)令和元年度空き家等に関する状況調査について」、事務局
から報告をお願いします。 

【事 務 局】 それでは、続きまして議題（２）「令和元年度空き家等に関する状況調査」について
ご説明いたします。 
本日配布した資料２は、今年度に実施した桑名市空き家等状況調査の調査結果となっ
ております。 
昨年 12 月の第１回協議会では、昨年 11 月末時点の集計値を発表しましたが、今回は
１月 24 日時点の集計値を取り纏めた調査結果を報告させていただきます。 
調査対象となる自治会は市内の 577 の自治会であり、１月末現在で 551 の自治会から
回答をいただいております。 
調査回答率は 95.5％であり、26 件の自治会が無回答となっておりますが、年度内は
フォローアップを行い、最終的な結果公表をしたいと考えております。 
調査回答自治会 551 の空き家等の総数は 2,190 件となっております。 
地区別の内訳としては、桑名地区が 1,772 件、多度地区が 174 件、長島地区が 251 件
です。 
前回の平成 27年度の状況調査では、最終回答率 97.7％で空き家等の総数が 2,190 件
でしたので、前回調査より７件増加という結果になります。 
参考に、前回調査の回答率で空き家数を算定すると、2,240 件で 50 件の増加という
推計値となります。 
それでは、続きまして、調査票の項目別の集計数についてご説明いたします。 
調査票の問１では、自治会における空き家等の有無について回答をいただきました。 
その結果、「ある」が 435 件で約 75％、「ない」が 116 件で約 20%、未提出による無回
答が 4.5％となっております。 
地区連合別のグラフを見ますと、数値の大小はあるものの、全ての地区に空き家等が
あることが分かります。 
次に、調査票の問２で回答をいただいた自治会の空き家数ですが、先ほども説明させ
ていただきましたが、集計値は 2,197 件となっています。 
地区連合別のグラフを見ますと、新興住宅地が主となっている地区は空き家数が少な
いものの、29 の地区連合の内、50件以上の空き家がある地区連合は 19 か所存在し、100
件以上の空き家がある地区連合は９か所存在します。 
自治会に占める空き家等の数は、平均数としては、１つの自治会に対し空き家が 3.8
件となっております。 
次に、調査票の問２で回答をいただいた空き家等の管理状況ですが、適正に管理され
ていないと見受けられる不適正管理空き家は、集計値で 632 件となっており、全体の３
割弱が不適正管理の空き家となっています。 
地区連合別のグラフを見ますと、比較的新しい住宅地が主となっている地区は不適正
管理空き家数が少なくなっており、地区によって差があることが分かります。 
次に、不適正管理の空き家 632 件のうち、特に危険だと見受けられる空き家は、集計
値で 127 件となっております。 
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平成 27 年度の調査では、危険な空き家等数は 173 件ありましたので、平成 27 年度よ
り 50件ほど減少している傾向が見られます。 
次に、調査表問３では空き家等の利活用の状況について回答をいただきました。 
回答があった 236 件の内、選択肢１「現在、空き家等を利活用している」と回答した
自治会は６件と少数であったものの、選択肢２の「空き家等を利活用して自治会活動の
施設として利用したい」と回答した自治会は 31件ありました。 
空き家等を「現在、利活用している」又は「今後、利活用したい」と回答した自治会
は、計 37 の自治会となっており、空き家等の利活用を希望する意見が一定数存在する
ことが分かりました。 
次に、問４につきましては、空き家等に関する利用用途上の制限についてのアンケー
トとなっています。 
こちらのアンケートの趣旨としましては、市街化調整区域など空き家によってはその
利用が法令等で制限される場合があることから、そういった制限を緩和することについ
て自治会の意見を伺ったものです。 
問４の（１）で、「空き家を様々な用途で利用することが、空き家防止や地域コミュ
ニティの維持に繋がると考える」という回答が、回答全体の３割強ありました。 
問４の（２）は、（１）の選択理由を選択式で回答していただくものですが、「空き家
を減らすだけでも十分に効果的だと考える」との意見が最も多く選択されております。 
最後に、問５については、空き家等の問題についての自由記入欄となっております。 
自由記入欄の意見については、意見の内容を「防火防犯」や「環境衛生」といった１
２のテーマに分類し、統計を実施しております。 
最も多かったものは「自治取組」についてのご意見であり、次いで「防火防犯」や「将
来懸念」といった内容のご意見が多数を締めました。 
自治取り組みと言いますのは、例えば自治会で空き家に対する対応をする際に、個人
情報ですとか、連絡がつきにくい場合もございますので、そういった対応は市の方でご
協力をお願いしたいという内容が多く占めました。 
以上、簡単ではございますが、議題（２）の説明とさせていただきます。 

【会  長】 只今、事務局から説明をいただきましたが、この議題について、委員の皆様ご意見等
ございましたらお願いします。 
 この調査は、自治会さんに大変お世話になりましたけれども、藤原委員何かございま
したら。 

【藤原委員】 空き家があまり増えていないというのは良いことなのですが、環境問題とか防災関係、
それから防犯上の問題と、そこに不審者が住みつくとかいろいろな問題がある。自治会
で見守り隊とかやっていると、やはり気になる点は景観を損なうという部分と、それか
らこのまま放置して果たして良いのかということで、七和の私の地区では３件あるのか
な、そういう意味で早いこと壊すなり、何か対策しないといろんな意味で後回しになっ
たら、防火上もそうですが、これから夏場になると、犬や猫が住みつく問題もあり、景
観上もよろしくないということで、地元の人間は何とかならないかという思いがありま
す。 

【会  長】 自治会長の方にはダイレクトにおそらく地域の方から何とかしてほしいというお声を
いただくお立場でしょうから、そのなかで、今回こういったかたちで調査をしていただ
いて、特に危険なものは少しずつ減ってきているというのがありますけれども、徐々に
でも進めていくことが大事なのかなと思います。 
他に何かございましたら。 

【近 委員】 調査票の問３ですけれども、先ほど利活用している又はしたいという自治会が 37あ
るというお話がありましたけれども、84％にも上る 199 の自治会がどう考えているかと
いうのは、やはり追跡する必要があるのではないかと思います。ただ単にうちはそんな
こと考えていませんというだけなのか、何かこういうことがあるのなら利活用を考えて
みたいというのがあるかもわかりませんので、その他の部分についても調査の必要があ
るのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

【会  長】 そのあたりいかがですか。事務局お願いします。 
【事 務 局】 貴重なご意見ありがとうございます。今回問３というものにつきましては自治会の方

での利活用ということですので、まずは、所有者様の方に意向調査をさせていただいて、
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そのなかでマッチングではないのですが、自治会の方でも活用していただきたいという
意見があれば、自治会の方にそういう要望がありましたという情報提供はしていきたい
なと思いますが、まずは、空き家は基本的には個人の持ち物になりますので、単純に自
治会の方に聞いて、すぐに自治会の方であそこの空き家使いたいなということでマッチ
ングできるかどうかというのは、次の段階になるのかなと思います。まず最低限空き家
の所有者の意向調査を来年度させていただいて、そのなかでそういったお声があれば、
「その他」の部分で自治会の方からもお話があればやっていきたいなと思いますが、199
と多いですから、まずは所有者様の意向調査をさせていただいて、そのなかで、自治会
の方とのつながりができるようなことがあれば、私ども自治体で働きかけというか、橋
渡しができればなというふうに考えております。 

【会  長】 そうなりますかね。意向調査したら速やかに自治会の方の意向が分かると、両方それ
こそマッチングができるようにしていけると良いのかなと思いますね、確かに。とはい
え、所有者の意向が最優先ということなのですかね。よろしいですか。他に何かござい
ませんか。はい、では佐野委員お願いします。 

【佐野委員】 危険空き家の内訳なのですが、今話題になっている特定空き家ですかね、市の方で行
政代執行までやらないといけないような空き家というのは、その後調査というのはされ
ているのでしょうか。 

【会  長】 その後の調査どうなっているかお願いします。 
【事 務 局】 代執行するような空き家があるのかということでしょうか。 

把握している空き家のうち、立入調査をして、軽微なものであれば指導で終わりです
が、特定空き家に該当すると判断した場合は資料１－１Ｆの勧告、こちらの数字が平成
29 年が３件、30 年が７件、今年度が２件、合計 12件で、行政代執行は判断に迷うとこ
ろがございますが、まだ、代執行まではないかなと判断しておりますが、今後空き家の
状況がより悪くなれば、行政代執行の可能性もありますので、皆様にご指導、ご審議い
ただきたいなというふうに思います。 

【佐野委員】 今の 127 件の中で特定空き家の指定をしたのは 21 件ということでしょうか。解体さ
れていればわからないですが。 

【事 務 局】 実際 127 件出ておりまして、27年度の調査のときからそのまま変わっていないもの
とか、新たに出たものというのがございますので、すべてを把握できていない部分もあ
りますので、来年度意向調査で確認をさせていただきます。先ほど事務局からご説明さ
せていただきました勧告は、これまでにあるもので 12件勧告文書を出しているのです
が、127 件のうち危険な空き家ということになっているかというところまで、すべて把
握しているわけではないですので、そこの部分については来年度職員の方で外観調査等
で判断をいていくと思っておりますが、現時点で代執行までいかなければというものに
ついては、市の方で把握しているものは０件というふうになっております。 

【会  長】 なかなか悩ましいですよね。行政代執行をするのを当たり前になってしまうと。 
【佐野委員】 １件でもあってメディアに載れば、市民の方の関心もありますので、１回やってみる

価値はあると思います。 
【会  長】 代執行してくれるという逆もね。両方あると思いますね。佐野委員の意見とおそらく

逆の意見の方が両方おられる難しさが今回の難しさかなと思います。 
【伊藤委員】 代執行しようと思うと費用の回収をしないといけないではないですか。例えばそうい

う例が出るにしても、土地にそれ相応の売却の可能性があって、底地を買ってくれる人
の目星を付けておいて代執行しないと、やりっぱなしで更地になって、その人は壊して
もらってラッキーになりかねないですよね。 

【会  長】 両面だからありますよね。まさにそこの難しさがあるのかなと。先日滋賀県かどこか
で大規模マンションの代執行で１億くらい税金使って取り壊しをして、おそらく回収は
難しいだろうという案件が出てますけれども、やはりこのあたりは非常にシビアな判断
をされて、そうされているのでしょうけども、おそらく両方のご意見の方がおられるの
で、非常に悩ましいなと我々も思いながら、本来やっぱり所有者の方がやっていくのが
一番ありがたいと思っておりますけれども、委員がおっしゃるひとつのインパクトにな
るということはありますしね。このあたりは慎重にみながらですね、進めていければと
いうふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

【近 委員】 県内で確か津市だったと思うのですが、すでに今年度実際代執行を行ったニュースが



 

9 

ありましたけれども、それってどんな感じか全然わからないのですが。 
【会  長】 県内事例の情報は何かもっていますか。 
【事 務 局】 今ありましたように県内の事例としましては、津市でありまして、その前に平成30

年度に名張市と菰野町で解体をしているということで３件ございます。状況としては新
聞等の情報だけになりますが、菰野町の場合は倉庫だけでしたので50万円程度で、名張
市が700万、津市が260万というかたちで、いずれも所有から費用の回収というのは難し
いという状況のようですけれども、その後回収まで行けたという情報は入ってきていま
せんので、なかなか悩ましい部分が実際県内の３件でもでてきているのかなと思います。 

【会  長】 両方ありますね、ですからね。 
他に何かございましたら。 
非常に難しい課題があるなということが浮き彫りになったというふうに思いますけ
れども、それでは、さきほど頂いたご意見につきましては、今後実施していく中で検討
し反映していくということで、お願いをしたいと思います。 
議題(２)については以上です。 
では、次「議題(３)桑名市空家等対策計画の改定」について、事務局から報告をお願
いします。 

【事 務 局】 それでは、最後の「議題（３）桑名市空家等対策計画の改定」についてご説明いたし
ます。議題（３）の資料としましては、資料３を配布しておりますので、そちらもご確
認ください。今回の説明におきましては、桑名市空家等対策計画は「対策計画」と省略
して説明させていただきます。 
昨年 12 月の第１回協議会で対策計画の改定案を説明させていただきましたが、今回
は前回の協議会以降に修正や加筆の検討を行った箇所について主に説明させていただ
きます。 
まず、次期対策計画の期間としては、桑名市総合計画の基本計画後期との連携を図り、
令和２年度から令和６年度までの５年間、改定後の計画名は「桑名市空家等対策計画、
令和２年４月改定版」となります。 
次に、改定のスケジュールについてですが、パワーポイントの資料 21 ページ、こち
らに赤字で記載の部分が前回の協議会以降の改定スケジュールとなっております。 
まず、昨年の 12月 25 日から今年１月 24 日までの 30日の間、対策計画の改定案につ
いてパブリックコメントを募集しました。 
募集結果については、この後ご説明致します。次に 2月 4日に庁内の空き家等対策ワ
ーキング会議を開催し、対策計画の改定案を説明しております。そして本日開催の当協
議会で同じく対策計画改定案の説明を行い、最終的にはこの４月１日に対策計画を改定
するスケジュールとなっております。 
先ほど取り上げましたパブリックコメントの募集結果についてですが、期間内におひ
とりから１件のご意見をいただきました。 
ご意見を紹介します。「三重県下では空家と隣接した農地について、農地取得の下限
面積が緩和されている地域もありますが、桑名市としても空家と隣接した農地の下限面
積を緩和した方が、既存農家以外の方が空家とセットで農地を取得したい場合、例えば、
農家でない方が空家が建っている土地に隣接した家庭菜園ができるくらいの狭い農地
も空家と一緒に取得したい場合に、取得しやすくなると思いますので、農業委員会の方
と連携を取って、空家と隣接した農地の下限面積の緩和についてご検討願います。」と
いう内容でした。 
このご意見につきましては、対策計画の 17 ページにおいて、「関係所管と横断的な連
携を図り、空き家等の利活用の促進に努めます」と規定しておりますので、この規定に
より、ご意見の課題に対する対策を検討していく旨回答したいと考えております。 
なお、当該ご意見については、２月４日開催の庁内ワーキング会議でも議題として取
り上げており、農地法の所管である農林水産課にもパブリックコメントのご意見を情報
共有しております。 
次に、12 月の前回の協議会で委員の皆様方にいただきましたご意見につきまして、
対応状況を説明致します。 
１点目は「市街化調整区域における空き家利用」に関するご意見、２点目は「農地取
得の下限面積の緩和」についてのご意見をいただいております。 
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この２点のご意見につきましては、対策計画の 17ページにおいて、「関係所管と横断
的な連携を図り、空き家等の利活用の促進に努めます」と規定しておりますので、この
規定により、ご意見の課題に対する対応を具体的に検討していきたいと考えております。 
また、当該課題については、２月４日開催の庁内ワーキング会議でも議題として取り
上げております。 
市街化調整区域の空き家利用については、四日市市や滋賀県の東近江市で事例がある
ものの、国が推進するコンパクトシティや、立地適正化方針等と相反する点がある為、
県や他市町との調整段階であるということと、また、農地取得の下限面積の緩和につい
ては、伊賀市やいなべ市で事例がありますが、桑名市では今のところそういった要望が
なかったため実施に至っていないという経緯があったため、今後、農林水産課や農業委
員会と協議していくことを情報共有としてワーキング会議で取り上げ、会議の議題とし
ております。 
次に、３点目になりますが、昨年 11月 30 日に開催しました「住まいの相談会」の周
知方法等についてですが、対策計画の 14 ページにおいて、「空家等に関する相談会を開
催するなど、相談体制の強化に取り組みます」と規定しておりますが、具体的な周知先
や周知方法、開催場所につきましては、別途事務局で検討していくことで対応したいと
考えております。 
それでは、対策計画で改正する内容についてですが、前回の協議会で説明させていた
だいた内容と同様になりますが、再度確認のため説明させていただきます。 
こちらは、平成 30 年の住宅・土地統計調査による空き家の現状の数値です。この数
値を基に、対策計画の数値を時点修正しております。 
次に、住宅総数と世帯数及び人口数をまとめたものを時点修正しております。 
住宅総数は住宅・土地統計調査による数値で、世帯数と人口は桑名市人口統計の数値
となります。 
次に、今年度実施した空き家等状況調査の結果を基に、数値を時点修正しております。 
さきほどの議題２で説明させていただいた数値と同様に、１月 24 日時点の数値とし
て更新しております。 
今回の対策計画の改訂では、予防の促進、流通の促進、解消の促進、活用の促進の４
つの施策について、それぞれ拡充する取り組みを追加しております。 
予防の促進に関する取り組みとしましては、平成 29 年度から平成 30 年度に 10 の専
門家団体と空き家等の推進に関する協定を締結したことを踏まえ、協定締結団体との連
携を具体的に規定しております。 
また、今年度より開始した「住まいの相談会」の開催についても記載しております。 
次に、流通の促進に関する取り組みとしましては、平成 30 年度より開始した空き家
バンク登録制度を具体的に記載しています。 
また、今年度より市のホームページに空き家利用希望者の登録を開始しており、空き
家の所有者と空き家利用希望者のマッチングを促進しておりますので、こちらについて
も対策計画に記載しております。 
次に、解消の促進に関する取り組みとしましては、平成 30 年度より木造住宅に関す
る耐震支援制度において、除却工事を新設しておりますので、この制度を活用した空き
家等の除却工事について具体的に規定しております。 
次に、活用の促進に関する取り組みとしまして、現在、全国的に空き家等の利活用事
例が増えており、国県等の研修会も開催されておりますので、こういった研修会等を基
に、空き家の活用マニュアルなどを整備することで普及啓発活動の推進に取り組むこと
を追加しております。 
以上が対策計画の改訂内容です。 
最後に、32ページから 34ページにつきましては参考として対策計画の改定箇所一覧
を掲載しております。 
32ページにつきましては令和元年11月27日に修正を行った内容となっております。 
33 ページにつきましては、庁内ワーキング会議や課内で対策計画改定案に関する意
見調整を行った結果、令和元年 12月５日に修正を行った内容となっております。 
最後の 34ページにつきましては、第１回の協議会や課内での意見調整を行った結果、
令和２年１月末で修正を行った内容となっております。 
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以上で議題３の対策計画の改定についての説明を終わります。 
【会  長】 只今、事務局から説明をいただきましたが、この議題について、委員の皆様ご意見ご

ざいましたらよろしくお願いします。 
前回水谷委員も市街化調整区域のご意見もいただきましたが、こういう文言で、とり
あえずは。国の都市計画の考え方がぐちゃぐちゃになっちゃっているので、今の考えで
いくと市街化調整区域にある集落はなくなっても良いという判断になってしまってい
ますから、これは日本の国土形成において、少し間違えていると思いますので、これは
市長会でも大きな議論になってくるかと思いますので、しっかりとこのあたり我々も意
見していきながらやっていければと思いますので、今の段階ではこういう文言で、ご理
解いただければというふうに思っております。 
他になにかございませんか。それでは、この議題について、ご理解いただいたという
ことで、事務局の方はよろしくお願いします。 
以上で、議題については全て終了となりますけれども、全体を通じまして、何かお気
付きになられた点、今日はこれだけは言っておきたいということがございましたらよろ
しくお願いを致します。よろしいでしょうか。 
委員の皆様から頂きましたご意見も加え、今後、実施していく中で検討し、反映して
いくということで、お願いをしたいと思います。それでは、以後の進行は事務局にお返
し致します。 

【事 務 局】 １点だけ、先ほど、議題（２）で近委員からありました、自治会のその他の方の意向
調査で、先ほどご説明と致しましては、持ち主の方の意向調査をしてから自治会様とい
うことでご説明させていただいたと思いますが、自治会様の意向調査も希望というかた
ちで聞いてみたいと思いますので、先ほどのご説明と変更させていただきたいと思いま
すので、よろしくお願い致します。空き家を利活用したいかどうかというところで、そ
の他について、所有者の方に確認させていただいてから、その次に自治会様にというご
説明をさせていただきましたが、自治会様の意向調査もできればさせていただきたいと
思いますので、改めさせていただきたいと思います。 

【会  長】 それは空き家のないところにもということですか。 
【事 務 局】 おそらく、空き家バンクのマッチング希望の自治会はありますかという問いかけにな

ると思います。 
【会  長】 そういうふうにご理解をいただければと思います。よろしくお願いします。一歩前に

進んだということで。 
【事 務 局】 委員の皆様方にはご熱心にご審議いただき、無事終了いたしましたことに御礼申し上

げます。今後とも当協議会におきまして、委員の皆様にはご指導ご鞭撻賜りますようお
願い申し上げます。ありがとうございました。 
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令和元年度第２回

桑名市空家等対策協議会

議題１：令和元年度桑名市空家等対策の取組結果について

令和２年２月1７日開催（ 午後１時～ ）

会場：桑名市役所3階第2会議室

本物力こそ桑名力



③令和元年度の主な取り組みについて

①空き家等に関する指導状況について

②令和元年度桑名市空家等対策実施計画
の結果について

議題１：令和元年度桑名市空家等対策の取組結果について

１



令和元年度（⾃治会から計上）
空き家等状況調査報告数 ２１９７件

平成29年度
空き家等通報数 ２５件

平成30年度
空き家等通報数 ６７件

桑名市空家等対策計画制定以降の報告・通報数合計
２３０４件

議題１：令和元年度桑名市空家等対策の取組結果について

令和元年度（令和2年1⽉末時点）
空き家等通報数 １５件

①空き家等に関する指導状況について

２



空家等数 ２３０４件に対する措置
（１）通報物件（平成29年度 令和元年度）

令和2年度「空き家等所有者等への意向調査」

議題１：令和元年度桑名市空家等対策の取組結果について

⽴⼊調査 ６７件
維持保全通知書送付 27件
特定空家等該当通知書送付 21件
指導書送付 21件
勧告書送付 12件
⇒修繕等による是正４２件＋解体による是正１２件

（２）令和元年度空き家等状況調査の報告物件
空き家等状況調査報告数 ２１９７件

３



令和元年度の空家等解体数（令和元年1⽉末時点）
空家等解体数 46件
（建設リサイクル届、除却届等により把握）

（参考）過年度の空家等解体数
平成29年度空家等解体数 40
平成30年度空家等解体数 64

桑名市空家等対策計画制定以降の空家等解体数 150件

議題１：令和元年度桑名市空家等対策の取組結果について

４



議題１：令和元年度桑名市空家等対策の取組結果について

②令和元年度桑名市空家等対策実施計画の
結果について

庁内横断的な実施体制 予防の促進 流通の促進 解消の促進 活⽤の促進
都市整備部 都市整備課 〇 〇 〇 〇

都市管理課 〇 〇
土木課 〇 〇 〇
アセットマネジメント課 〇 〇

市⻑公室 まちづくり推進課 〇
ブランド推進課 〇

総務部 財政課 〇
税務課 〇 〇

市⺠環境部 地域コミュニティ課 〇 〇
環境安全課 〇 〇 〇

産業振興部 農林⽔産課 〇
商工課 〇 〇

保健福祉部 福祉総務課 〇 〇
介護高齢課 〇 〇
子ども未来課 〇

上下水道部 営業課 〇 〇
消防本部 予防課 〇 〇

桑名市空家等対策計画に関する具体的な施策について、空家等ワーキング会議の参
加各課において年度毎の目標設定を定めたもの。⇒桑名市空家等対策実施計画

５



議題１：令和元年度桑名市空家等対策の取組結果について

６

令和元年度桑名市空家等対策実施計画⼀覧（結果報告）
施策 目標設定（具体的な施策） 実施結果 部課名 達成

状況

予
防
の
促
進

市の取組

① 固定資産税納税通知書を活用した適正管
理の啓発について検討

令和2年度の固定資産税納税通知書に住宅特例に関する情報を記
載。空家に関する情報の拡充の検討。 税務課 〇

② 子ども未来課のパンフレットスタンドに
「空き家活用マニュアル」等を用意し、周知
に努める

パンフレットスタンドに「空き家活用マニュアル」等を用意し、
周知に努めた。 子ども未来課 〇

③ 新たな空家等の情報を把握するためのパ
トロール

昨年度と同様、9⽉以降順次空き家検診を⾏った。しかし、昨年
と同様、その多くがアパート退去に伴う空き家検診であり、今
年度もアパート⼾建てを区分して検診を⾏うことはしていない。

上下⽔道部
営業課 〇

④ 新たな空家等の情報を把握するためのパ
トロール パトロールは実施したが危険な空家等は確認できなかった。 環境安全課 〇

⑤ 予防促進に関する啓発冊子を窓口に配布 地域コミュニティ課窓口に啓発冊子を配置した。 地域コミュニ
ティ課 〇

官⺠連携
した取組

⑥ 商工団体と連携し、啓発用リーフレット
の配布 啓発用リーフレットを商工課及び商工会議所窓口に設置し配布。 商工課 〇

流
通
の
促
進

市の取組

⑦ 空き店舗、空き工場を含めた制度に関す
る情報収集 インターネットによる情報収集に努めた。 商工課 〇

⑧ 管理不全の空家等の情報を把握するパト
ロール

関係各所及び市⺠等から提供された場合、その情報を基に対象
となる空家周辺地域の防火広報を実施した。

消防本部
予防課 〇

⑨ 空家等への対策に必要な情報の共有及び
発信

県・移住担当者出席研修会及び会議等において情報共有を⾏っ
た。

まちづくり
推進課 〇

官⺠連携
した取組 ⑩ 啓発用リーフレットの配布 窓口配布及びホームページへ掲載。

通報を受けた空家等の所有者等へ配布。 都市整備課 〇



議題１：令和元年度桑名市空家等対策の取組結果について

７

令和元年度桑名市空家等対策実施計画⼀覧（結果報告）
施策 目標設定（具体的な施策） 実施結果 部課名 達成

状況

解
消
の
促
進

市の取組

⑪ 空家になっている市営住宅（合計4棟）
の解体を⾏う

令和元年9⽉までに解体を⾏い、防災、衛⽣、景観等において地域
住⺠の⽣活環境の改善に取り組めた。 都市管理課 〇

⑫ 管理不全な空家等の情報を把握するた
めのパトロール

昨年度同様、毎⽉の検診の際、管理不全な空き家に関し、必要が
あれば営業課へ報告を⾏い、料⾦システムにもその情報を⼊⼒す
ることを徹底した。

上下⽔道部
営業課 〇

⑬ 空家等に関する相談受付について、所
管各施設と連携を図り、関係所管に取り次
ぐ

所管各施設に寄せられた空家等の相談を関係所管に取り次いでい
る。

地域コミュ
ニティ課 〇

官⺠連携
した取組 ⑭ 協定締結団体との連携した取り組み 住まいの相談会を開催するなど、協定締結団体と連携した解消の

促進に取り組む。 都市整備課 〇

活
⽤
の
促
進

市の取組

⑮ 市内部関係所管と横断的に情報共有を
実施 Aimap及び会議等で情報共有されている。 消防本部

予防課 〇

⑯ 管理不全な空家等の情報を把握するた
めのパトロール パトロールを実施したが危険な空家等は確認できなかった。 環境安全課 〇

⑰ 空家問題に関して都市整備課と連携し、
空家等に関する施策に取り組む

住まいの相談会に参加した。今回、市営住宅に関する相談は0件で
あったが、居住支援協議会との連携もあるため今後も積極的な参
加に努める。

都市管理課 〇

官⺠連携
した取組

⑱ 住吉地区及び七⾥の渡し周辺における
空家の活用

空家をリノベーションした⺠泊や店舗を誘致していく。（目標１
件）

ブランド推
進課 〇



議題１：令和元年度桑名市空家等対策の取組結果について

③令和元年度の主な取り組みについて

●桑名市空き家バンクホームページに空き家利
⽤希望者の登録を開始

●住まいの相談会を開始

●令和元年度桑名市空き家等状況調査を実施

●桑名市空家等対策計画の改定

８



議題１：令和元年度桑名市空家等対策の取組結果について

●桑名市空き家バンクホームページに空き家利⽤希望者の登録を開始

意向情報閲覧

物件登録申込

利
用
希
望
者
（
借
主
・
買
主
）

所
有
者
等
（
貸
主
・
売
主
）

媒
介
事
業
者
（
協
⼒
事
業
者
）

物件掲載
【全国版空き家バンク】

ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ Ｓ
アットホーム

利用希望者意向掲載
【桑名市空き家バンク】

市空き家バンクホームページ
意向登録申込

物件情報閲覧

桑名市空き家バンクの仕組み（イメージ）

桑名市空き家バンク実施要綱を改正（令和元年9⽉30⽇告⽰第50号）
空き家利用希望者の意向登録の申し込みを開始

桑名市空き家バンク

９



議題１：令和元年度桑名市空家等対策の取組結果について

●住まいの相談会を開催

令和元年11⽉30⽇（土）に関係13団体の参加による住まいの相談会を開催
参加関係団体 相談件数

三重県住宅政策課 0
桑名市都市管理課 0
桑名市都市整備課 2
三重県司法書士会 1
三重弁護士会 1
三重県⾏政書士会 1
三重県土地家屋調査士会 1

（一社）三重県建築士事務所協会 1
（一社）三重県建設業協会 3
（公社）三重県宅地建物取引業協会 14
（公社）桑名市シルバー人材センター 0
（福）桑名市社会福祉協議会 0
木造住宅耐震協議会 0

合計 24

１０



令和元年度第２回

桑名市空家等対策協議会

議題２：令和元年度空き家等に関する状況調査について

令和２年２月1７日開催（ 午後１時～ ）

会場：桑名市役所3階第2会議室

本物力こそ桑名力



議題２：令和元年度空き家等に関する状況調査について

調査対象⾃治会 ５７７

調査回答⾃治会 ５５１
調査回答率 ９５.５％
（令和２年1⽉24⽇取り纏め）

１１



調査の結果（令和２年1⽉２４⽇取り纏め）
調査対象⾃治会 ５７７
調査回答⾃治会 ５５１
空き家等数 ２１９７（回答率９５．５％）

平成27年度桑名市空き家等状況調査
空き家等数 ２１９０（回答率９７．７％）

前回調査の回答率での空き家等推定数 ２２４０件
（対前回調査比 ５０件増）

議題２：令和元年度空き家等に関する状況調査について

１２



議題２：令和元年度空き家等に関する状況調査について

空き家等有無 回答数 割合

あ る ４３５ ７５.４％
な い １１６ ２０.１％
無回答 ２６ ４.５％

調査自治会 ５７７ １００％

調査表【問１】
⾃治会における空き家等の有無について

１３



議題２：令和元年度空き家等に関する状況調査について

調査表【問２】
（１）⾃治会における空き家等の数について
地 区（自治会数） 空き家等数 平均数

桑名地区（ ４８６） １,７７２ ３.６

多度地区（ ２２） １７４ ７.９

長島地区（ ６９） ２５１ ３.６
地区合計（ ５７７） ２,１９７ ３.８

１４



議題２：令和元年度空き家等に関する状況調査について

調査表【問２】
（２）空き家等の管理状況について（不適正管理空き家数）
地 区（空き家等数） 不適正管理数 割合

桑名地区（１,７７２） ４９４ ２７.９％
多度地区（ １７４） ６９ ３９.７％
長島地区（ ２５１） ６９ ３０.１％
地区合計（２,１９７） ６３２ ２８.８％

１５



議題２：令和元年度空き家等に関する状況調査について

調査表【問２】
（３）空き家等の管理状況について（危険な空き家数）

地区 （空き家等数） 危険数 割合

桑名地区（１,７７２） ９１ ５.１％
多度地区（ １７４） １６ ９.２％
長島地区（ ２５１） ２０ ８.０％
地区合計（２,１９７） １２７ ５.８％

１６



議題２：令和元年度空き家等に関する状況調査について

調査表【問３】
空き家等の利活⽤について

選択肢 回答数 割合

■１現在、空き家等を利活用し
て自治会活動の交流施設や
集会所としている。

６ ２.６％

■２空家等を利活用して自治会
活動の交流施設や集会所と
して利用したい。

３１ １３.１％

■３その他 １９９ ８４．３％

合計 ２３６ １００％

空き家等を「利活⽤している」⼜は「利活⽤したい」と回答したのは３７⾃治会

１７

2.6%



議題２：令和元年度空き家等に関する状況調査について

調査表【問４】
空き家等に関する利⽤⽤途上の制限について

選択肢 回答数 割合

■１考える １９９ ３５．４％

■２考えない １０４ １８．５％

■３わからない ２５９ ４６．１％

合計 ５６２ １００％

【問４】

（１）地域によって空き家に利用用途上の制限がありますが、空き家がより様々
な用途で利用されることで、空き家になるのを防止し、地域コミュニティを維持
することに繋がるものだと考えますか。

（２）上記（１）の選択理由についてお尋ねします。（[複数可]記入）
■１ 空き家を減らすだけでも十分に効果的だと考えられるから。
■２ 借家等でなく定住であれば効果的であると考えるから。
■３ 空き家を減らすだけでは効果が無い、又は効果が小さいから。
■４ 若年層が増えないと意味がないから。
■５ 自治会に入ってもらえなかったら意味がないから。
■６ 人口減少や少子高齢化が主な原因だから。
■７ 他に原因があると考えるから。
■８ その他
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議題２：令和元年度空き家等に関する状況調査について

調査表【問５】
空き家等の問題に関する⾃由記⼊欄

⾃由記⼊欄の意⾒については、意⾒の内容を① ⑫の項目に分類し統計を実施。
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令和元年度第２回

桑名市空家等対策協議会

議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

令和２年２月1７日開催（ 午後１時～ ）

会場：桑名市役所3階第2会議室

本物力こそ桑名力



議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

桑名市空家等対策計画
（平成29年4⽉制定）

当初計画期間
平成29 31年度の3年間

桑名市空家等対策計画
令和2年度 令和6年度
（令和２年４⽉改定版）

２０



桑名市空家等対策計画改定のスケジュール
令和元年10⽉ 令和元年度桑名市空き家等状況調査の調査結果取り纏め開始

議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

令和元年11⽉ 空家等対策ワーキング会議にて改定素案の説明及び意⾒照会

令和元年12⽉ 桑名市空家等対策協議会にて改定素案の説明及び意⾒照会

令和2年2⽉4⽇ 空家等対策ワーキング会議にて改定案を報告

令和2年2⽉17⽇ 桑名市空家等対策協議会にて改定案を報告

令和元年12⽉25⽇ 令和2年1⽉24⽇
桑名市空家等対策計画（改定案）のパブリックコメント募集

令和2年4⽉1⽇ 桑名市空家等対策計画改定

２１



桑名市空家等対策計画（改定案）に関する
パブリックコメント募集結果

議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

・パブリックコメント実施期間 令和元年12⽉25⽇ 令和2年1⽉24⽇
・意⾒提出⼈数及び件数 1⼈、１件
提出⽇時 2020年1⽉9⽇ 9時1分
ご意⾒ 三重県下では空家と隣接した農地について、農地取得の下限⾯積が

緩和されている地域もありますが、桑名市としても空家と隣接した
農地の下限⾯積を緩和した方が、既存農家以外の方が空家とセット
で農地を取得したい場合（例えば、農家でない方が空家が建ってい
る土地に隣接した家庭菜園ができるくらいの狭い農地も空家と一緒
に取得したい場合）に、取得しやすくなると思いますので、農業委
員会の方と連携を取って、空家と隣接した農地の下限⾯積の緩和に
ついてご検討願います。

対策計画の第４章（具体的な施策について）において、関係所管と横断的
な連携を図り活⽤の促進に取り組むよう規定しており、いただいたご意⾒
を含め、現状の課題に対する対策を考えて参りますので、ご理解いただき
ますようよろしくお願い致します。 ２２



令和元年度第１回桑名市空家等対策協議会
におけるご意⾒について

議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

２３

（１）市街化調整区域における空き家利⽤
（２）農地取得の下限面積の緩和

（３）住まいの相談会の開催に係る周知方法等

対策計画の第４章（具体的な施策について）のP17において、「市内部関
係所管と横断的な連携を図り、地域主体で取り組む空家等の利活⽤への⽀
援体制を整え有効な活⽤の促進に努めます」と規定。
令和元年度第３回空家等対策ワーキング会議（2/4開催）に議題として取
り上げており、今後の対応については関係所管と協議をしていきます。

対策計画の第４章（具体的な施策について）のP14において、「空家等に
関する相談会を開催するなど、相談体制の強化に取り組みます」と規定。
具体的な周知方法等については、別途事務局で検討していきます。



議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

住宅・土地統計調査における住宅 その他の住宅(※2）
平成
30年

住宅総数
(A)⼾

空き家数
(B)⼾

空き家率(※1)
(C＝B/A)％

空き家数
(D)⼾

空き家率(※1)
(E＝D/A)％

全 国 62,420,000 8,764,400 13.6 3,473,700 5.6
三重県 855,000 129,700 15.2 77,200 9.0
桑名市 61,190 6,730 11.0 4,770 7.8
平成
25年

住宅総数
(A)⼾

空き家数
(B)⼾

空き家率(※1)
(C＝B/A)％

空き家数
(D)⼾

空き家率(※1)
(E＝D/A)％

全 国 60,628,600 8,195,600 13.5 3,183,600 5.3
三重県 831,200 128,500 15.5 69,000 8.3
桑名市 57,760 6,560 11.4 3,430 5.9

(※1) 空き家率 全住宅総数に占める空き家の割合
(※2) その他の住宅 空き家のうち、別荘等の⼆次的住宅、賃貸用住宅、売却用住宅を除く住宅

住宅・⼟地統計調査による空き家の現状

平成25年から5年間で、桑名市の住宅総数は約3500⼾増加
桑名市の空き家数は約200⼾増加
桑名市の空き家率は0.4％減少

２４



議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

住宅総数と世帯及び⼈⼝の動向
平成 住宅総数 (※1) 世帯数 (※2) 人口 (※2)
30年 61,190 ⼾ 59,245 世帯 142,274 人

25年 57,760 ⼾ 55,957 世帯 142,510 人

(※1) 住宅総数 表１の｢住宅・土地統計調査結果｣によります。
(※2) 世帯数及び人口 各年度末⽉⽇の｢桑名市人口統計｣によります。住⺠基本台帳を基にした数であ

るため、国（総務省）が⾏う国勢調査の数と異なります。

平成25年から5年間で、住宅総数は約3500⼾増加
世帯数は約3300世帯増加
⼈⼝は約230⼈減少

住宅総数 ６１,１９０⼾ ＞ 世帯数５９,２４５世帯
（住宅総数が世帯数を約2000上回る）
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議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

令和元年度桑名市空き家等状況調査結果
地区 連合自治会数

（調査対象自治会数）
空き家等数 管理不適正 危険の恐れあり

桑名 ２１（４８６） １,７７２ ４９４ ９１
多度 ５（ ２２） １７４ ６９ １６
⻑島 ３（ ６９） ２５１ ６９ ２０
合計 ２９（５７７） ２,１９７ ６３２ １２７

調査年度 空き家等数 管理不適正
空き家等数

危険の恐れあり
空き家等数

令和元年度 ２，１９７ ６３２ １２７

平成27年度 ２，１９０ ２７６ １７３

※空き家数は共同住宅等の空室を除く数値としております。

※令和元年度調査の数値は、令和2年1⽉24⽇取り纏めの最終結果です。
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①
予防の促進

②
流通の促進

③
解消の促進

④
活用の促進

議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

空き家相談会の実施などの協定締結団体等と連携した相
談体制の強化

空き家バンク登録制度を使用した空き家登録や空き家所
有者と利用希望者とのマッチングなどの制度の推進

木造住宅に関する耐震支援制度による空き家の補強工
事や除却工事の円滑化

空き家の活用マニュアルの整備などによる普及啓発活動
の体制強化

対策計画の改訂で拡充する取組内容

２７



①：予防の促進

議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

協定締結年月日 協定締結団体

H30年2月27日 ・公益社団法人 三重県宅地建物取引業協会
・三重県司法書士会
・三重弁護士会
・三重県行政書士会
・一般社団法人 三重県建築士事務所協会
・三重県土地家屋調査士会
・一般社団法人 三重県社会福祉士会
・一般社団法人 三重県建築士会

H31年2月12日 ・公益社団法人 桑名市シルバー人材センター
・一般社団法人 三重県建設業協会

空き家相談会の実施などの協定締結団体等と
連携した相談体制の強化

●平成29 30年度に10の専門家団体と空き
家等の推進に関する協定締結

●令和元年度より住まいの相談会を開始
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②：流通の促進

議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

空き家バンク登録制度を使⽤した空き家登録
や空き家所有者と利⽤希望者とのマッチング
などの制度の推進

●平成30年度より空き家バンク登録制度開始

●令和元年度より桑名市空き家バンクホーム
ページに空き家利⽤希望者の登録を開始
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③：解消の促進

議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

⽊造住宅に関する耐震⽀援制度による空き家
の補強⼯事や除却⼯事の円滑化

●平成30年度に⽊造住宅の耐震⽀援制度に除
却⼯事の補助を新設

●平成30年度に⼀般社団法⼈三重県建設業協
会と空き家等対策の推進に関する協定締結

平成30年度協定締結団体
（50音順）

主な相談内容

公益社団法人桑名市シルバー人
材センター

空き家の訪問点検などに関すること

一般社団法人三重県建設業協会 空き家の解体などに関すること
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④：活用の促進

議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

空き家の活用マニュアルの整備などによる普
及啓発活動の体制強化

●空き家の活⽤マニュアルの整備に関連する
研修会等への参加

●平成29年度に空き家等の位置や情報をデー
タベース化したAiMAPを整備し庁内共有

AiMAP （空き家活用マニュアルのイメージ）
３１



議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

（参考）桑名市空家等対策計画改正箇所一覧

該当頁数 改正内容
表紙 下部の記載を令和○年○⽉改訂版に修正する。
１頁 「１－１目的」に改訂の趣旨を追記する。

「１－３計画期間」に第２期計画期間を追記する。
２ ４頁 「２－１空き家等の現状」の(1)住宅・土地統計調査に平成３０年のデータを追加し、空き家数等の⽐較を更新する。

４貢 「２－１空き家等の現状」の(2)住宅総数と世帯及び人口の動向に平成３０年のデータを追加する。

４貢 「２－１空き家等の現状」の(3)自治会の協⼒による状況調査に令和元年度の第２回調査の結果に更新し、平成２７年
度の第１回調査との⽐較表を追加。

５ ６貢 「２－１空き家等の現状」の(4)所有者等の協⼒による状況調査と(5)桑名市職員による現地状況調査について、調査年
度を追記する。

７貢 「２－２空家等対策の課題」に平成３０年とのデータ⽐較を追記修正する。
１０ １１貢 課名等を修正する。
１４ １７貢 具体的な施策の４－１ ４－４にそれぞれ「（５）共同での取組」を追加し、桑名市空家等対策計画制定以降に開始し

た事業等の内容を反映させる。
１９貢 表１－１と表１－２を平成３１年３⽉末時点の人口・世帯・自治会等の数に更新し、(2)の数値を修正する。

２０ ２３貢 令和元年度空き家等状況調査の結果を基に、空家等推定数・空家等保有率・空家等率のデータを算出し、各数値とグラ
フを更新する。

２４貢 ２０ ２３貢の数値を基に、表１－３の数値を更新する。
２５貢 (7)を平成３０年の住宅・土地統計調査の数値に修正する。

２６ ３７貢 修正なし。
→「空き家等所有者等への状況調査」および「桑名市職員による現地状況調査」が必要となり、作成に時間を要するた
め。

３８ ５０貢 修正なし
→「空き家等所有者等への状況調査」および「桑名市職員による現地状況調査」の検討資料であり、今回改正する内容
がないため。

５４ ５５貢 課名等を修正する。

※第１回改正箇所（令和元年11月27日）
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議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

（参考）桑名市空家等対策計画改正箇所一覧

該当頁数 改正内容
目次 巻末資料（目次）に５を追加し、ページ数を修正。
１貢 １－２の「三重県耐震改修促進計画」を「桑名市耐震改修促進計画」に修正。
４頁 ５⾏目 ７⾏目「平成27年度の・・・としました。」を削除。

４頁 
（関連貢全て）

第２回空き家等状況調査の数値を11⽉末時点のものに修正。

５貢 ２⾏目の136⼾の誤記修正。
７貢、９貢 ７貢（４）、９貢（２）の文中に「約」を追加。

１０貢 （１）の表の「公共施設マネジメント係」を削除。
１１貢 （４）文中の課名を都市整備課に修正。

１０ １１貢 課名等を修正。
１４ １７貢 具体的な施策の４－１ ４－４について、（５）共同での取組を追加する案を変更し、冒頭の文中に桑名市空家等対

策計画制定以降に開始した事業等の内容を反映させる。

１８貢 巻末資料（目次）に５を追加し、ページ数を修正。
２４貢 取り消し線の「空家等率」の文⾔を削除。
４６貢 本文中にAiMAPの構築を明文化し、文章を訂正。

５１ ５２貢 第２期桑名市空家等対策計画の期間にあわせ、文中の年度を修正。
課名及び取り組みについて更新を⾏う。

５３ ５６貢 １４ １７貢の参照資料として、協定締結・空家等相談会・空き家バンク・木耐震パンフレット等を追加。
５７貢 第２期桑名市空家等対策計画の策定経過を追加。
５８貢 協議会委員の「佐野 功」を「佐野 功児」に訂正。
５９貢 平成27年度のワーキング会議参加名簿は削除し、令和元年度の名簿の「公共施設マネジメント係」を削除。

※第２回改正箇所（令和元年12月５日）
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議題３：桑名市空家等対策計画の改定について

（参考）桑名市空家等対策計画改正箇所一覧

該当頁数 改正内容
３頁 「２－１空き家等の現状」の(2)の３⾏目「桑名市総合計画では 」を「本市の人口は 」に修正する。

４頁、５頁 「２－１空き家等の現状」の(3)自治会の協⼒による状況調査に令和元年度の第２回調査の結果を更新。

７頁 「２－２空き家等対策の課題」の(2)の３⾏目「桑名市総合計画では 」を「本市の人口は 」に修正する。

２０ ２３貢 令和元年度空き家等状況調査の結果を基に、空家等推定数・空家等保有率・空家等率のデータを算出し、各数値と
グラフを更新する。

２４貢 ２０ ２３貢の数値を基に、表１－３の数値を更新する。

５７貢 持続可能な開発目標（SDGｓ）に関する資料を追加する。

５８貢 策定経過に直近の状況を追記する。

５９貢 委員等名簿の役職を修正する。

※第３回改正箇所（令和2年1月31日）
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